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本書中に，誤記及び補足を要する記載がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに，下記のとおり補足・訂

正をいたします（誤りの部分は下線のとおりです）。 

 

本文の補足/訂正 

頁 該当箇所 補足／訂正前 補足／訂正後 

115 第 2段落目 末尾 同条第 2項を 1016 条と扱う 同条第 2項を同条と扱う 

117  第 2段落目 

(1) 新民法 1行目 

②「第 8 章 遺留分」中， 1028 条

から 1041条までを削除する部分 

②【削る】1028条から 1041条までを削除する

部分 

 

頁 該当箇所 補足／訂正前 補足／訂正後 

118  附則 3条  施行日後に 施行日以後に 

附則 5条  施行日後に 施行日以後に 

119 附則 6条   【平成 31年 1月 31日】 【平成 31年 1月 13 日】 

附則 7条 →効力を有する →1000条はなお効力を有する 

附則 9条  第三号施行日前にされた遺贈 第三号施行日前に撤回された遺言 

 

頁 該当箇所 補足／訂正前 補足／訂正後 

120 附則 10条 

 

１ 第 8 章 第 2 節配偶

者短期居住権 

 （1037 条から 1041条） 

第四号施行日以

降に開始した相

続→新法を適用 

１ 第 8 章 配偶者の居

住の権利 

（1028条から 1041条） 

第四号施行日以後

に開始した相続→

新法を適用 

＊配偶者の居住の

権利に関する規定

につき，第四号施

行日が設けられ，

附則２条を直接適

用できないことか

ら，適用関係に疑

義が生じないよう，

規定上明らかにし

たもの（参考文献の

補足②180頁）。 

120 附則 10条 ２ 第 8 章 第 1 節 配

偶者居住権（1028 条か

ら 1036 条） 

 

第四号施行日前

にされた遺贈 

→ 新法を適用 

２ 第 8 章 第 1 節 配

偶者居住権（1028 条か

ら 1036条） 

 

第四号施行日前に

された遺贈 

→ 新法を適用しな

い  

＊第四号施行日以

後に相続が開始し

ても，施行日前にさ

れた配偶者居住権

を目的とする遺贈

については，新法

を適用しないことと

したもの（参考文献

の補足②180頁）。 
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